
◎生活保護受給者（B) 令和6年4月1日より適用

敷金 該当
チェック 料金

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 ☐ ９５円/日
546単位 614単位 685単位 750単位 820単位 ☐ １０５円/日

☐ 43円/日
☐ 211円/日
☐ 106円/日
☐ 32円/日
☐ 2６４円/回
☐ 5３円/月
☐ 253円/日
☐ 32円/日
☐ 64円/日
☐ 127円/日
☐ ４３円/日
☐ 死亡日 1,350円/日

※1ヶ月に満たない期間の場合は、1ヶ月を日割り計算した金額とします。（家賃・水道光熱費・管理費） ☐ 死亡日の前日及び前々日 717円/日
※入院期間中は家賃のみ発生します。 ☐ 死亡日4日前から30日前 152円/日
※5日前までに欠食届を提出された場合は、欠食した分の食事代を除きます。 ☐ 死亡日31日知前から45日前 76円/日
（欠食届を提出せずに食事をしなかった場合は、通常通り食事代が発生致します。） ☐ 24.50%
朝食…300円/昼食…550円/夕食…650円 ☐ 22.40%

☐ 18.20%
[個別介護による追加サービス] ☐ 14.50%

1,１00円/1時間当たり職員1人付添いにつき ☐ 2４/日
（1時間を超えた場合は、10分延長につき2２0円） ☐
※午後7時30分～午前7時30分の間は、1,5１５円を加算（夜間早朝加算） [その他費用]
救急搬送以外の移動手段は、タクシーまたは介護タクシーとする。 理美容… カット2,000円、パーマ7,250円、カラー7,250円
交通費は一旦全額自己負担とし、後日生活支援課に申請を行い全額払い戻しを受ける。 　　カット・パーマ・カラー12,000円、顔そり600円
駐車場代は実費とし、自己負担とする。 新聞購読料・嗜好品など…実費
1,１00円/1時間当たり職員1人付添いにつき 医療費…医療扶助
（1時間を超えた場合は、10分延長につき2２0円） おむつ代…月額の上限度額以内であれば助成されます。超えた分は実費負担
付添い時間は往復で2時間を上限とする(外出時間は午前10時～午後4時の間とする）
車を時要する場合は、タクシー又は介護タクシーを使用とし、運賃は自己負担とする。
駐車場代は実費とし、自己負担とする。
徒歩での付添いの場合は、2２0円/10分　職員1人付添いにつき

買い物代行 職員が家族などに代わって買い物を代行した場合　3３0円/回
私物洗濯 週3回目からの洗濯をした場合　3３0円/回

特殊寝台貸出料

協力医療機関以外
受診の付添い

サービス提供強化加算(Ⅰ）

外出付添い

220円/月

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）

食費 45,430円/月
ADL維持加算（Ⅱ）
若年性認知症入居者受入加算

合計 114.300円
科学的介護推進体制加算（Ⅰ）

看取り加算（Ⅰ）

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）
介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）

管理費 14,000円/月
新興感染症等施設療養費
ADL維持加算（Ⅰ）

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

家賃 43,000円/月
口腔・栄養スクリーニング加算（6月に1回限度）
退院・退所時連携加算

水道光熱費 12,000円/月
退居時情報提供加算
高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）

《介護付き有料老人ホーム　はさま　ご入居料金表》

223,600円　退去時に居室の原状回復費用及び債務・修理代・滞納家賃・滞納利用料を除き返還致します 各種介護保険加算項目

介護保険
介護扶助

※1ヶ月(30日)の場合

夜間看護体制加算（Ⅱ）
協力医療機関連携加算（Ⅰ）

17,265円/月 19,415円/月 21,660円/月 23,715円/月 25,928円/月
科学的介護推進体制加算（Ⅰ）
口腔衛生管理体制加算
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